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[概要] 

  平成２５年１０月３１日（木）１４時頃、甲府市内の医療機関から、患者１名の胃からアニサ

キスを摘出し、食中毒の疑いがあるとの連絡が中北保健所にあった。 

施設を管轄する峡東保健所が調査を行ったところ、笛吹市内の魚介類販売店で販売された刺身

（サンマ）を購入し、喫食した者１名が食中毒様症状を呈していることが判明した。 

峡東保健所は、患者を診察した医師からの食中毒の届出があったこと、原因と考えられる食品

は当該販売店で販売した刺身のみであること、患者の症状及び潜伏時間がアニサキスによるもの

と一致していることから、当該販売店で販売された刺身（サンマ）を原因食品としたアニサキス

による食中毒と断定した。 

  

 

 １  発症日時  平成２５年１０月３０日（水） 午前０時頃 

 

 ２ 喫食者数    ２名    

       

 ３ 患 者 数   １名（５０代 男性） 

 

 ４ 主な症状  痒み、息苦しい、胸の痛み、蕁麻疹 

                       （入院 ３日） 

 

５ 原因施設  業 種：魚介類販売業 

所在地：笛吹市 

   

６ 原因食品   当該施設で１０月２９日に加工・販売された刺身（サンマ） 

           

 ７ 病因物質    アニサキスⅠ型（Anisakis simplex）））） 

 

 ８ 措  置  平成２５年１１月１日から２日までの２日間の営業停止 

 

 ９ そ の 他    患者は退院し、快復しています。 

 

（参考）山梨県の集団食中毒発生状況（本件を含む）  
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